
I 麻生財務大臣発言
(2013年7月29日・東京都内・講演会で。
録音テープ密主起こし）：

「背はみな静かに（靖国神社に。（sl問者による補足〉）行っておられ ましたよ。各総理
大臣もみな行ってお店れたんで、すよ、 これは。いつから騒ぎにしたんで、す？マスコミ
ですよ。ちがL、ますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれた／

ら 、 中国も騒ぐことにならざるをえない。斡聞も騒ぎま すよ。だから、静かにやろうや、 ｜ l 号暑日付？とヒ l
というんで。憲法也、ある日気がついたら、ドイツのこともさっき話しましたけれ ｜ l ’也、 .； .., ,..-. 1-1 I 
ども、ワイマール憲法がいつのまにか変わってτ、 ／

ぬ「あの手口学んだらどうかね。」の発言は、毒過をきるふ。

E ナチス ・ ヒットラーは、「緊急事態宣言J を使って、
独裁国家を創った：

1 1933年のドイツ：
1932/11/6 総選挙 ナチス（ナチ党と郎、う）33.1%（得票率）
1933/1/30 ナチス ・ ヒットラ ー内閣成立（初回）

2 / 2 解散・総選挙
2/27 国会議事堂放火
2/28 ヒットラ ー内閣は、九統領をして、緊急事態宣言（大統領令｝を発

令させた。「緊急事態宣言」下、プロイセン州だけで、約5000人
（共産党支持者、社会民主党支持者等）が数日のうち に（誌1) 、司
法手続無しで、逮捕・予防絢禁された。更に、f緊急事態宣言j
下、言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権か惨止された。

24日
3 / 5 選挙投票日 得票率

ナチス 43.9% 
国家人民党 8.0% 

合計 51.9% 
3/23 '.E:権委任法成立

織席数（金647)
288(45%) 

52 (8%) 

340(53 %) 

4/26 プロイ七ンj ,Jiこ、ナチスJ荷Ii、秘密警察｛ゲシユ合ポ）を設けた。国民の
一部は、 秘密警察に密告した。そして国民の多くは、密告を恐れた。｛品2)
「緊急事態宣言Jr，ナチス以外の政党は、存続、新設を禁止された。悦2)7/14 
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1932/11/6の選挙で、ナチス以外の政党に投票した［全投票人の66.9%
(-100%-33.1%（ナチス〉）の入々］のうちのほとんどが、約l年後の1933/11/12
の選挙で札轟逢に 、ナチス支持の投票をした。 ‘．．．．．． 

その理由の一つは、緊急事態宣宮下での、ナチスに反対する人今に
対する、司法手続無しの大量逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を

． ． ． ． ． ． ．． 

知って生まれた、恐怖心と無力感と諦観であろう。
(/±1) 石間Vli自『ヒトラーとナチス ・ ドイツ』（蹄誠社2015)
（世i 2）フリー百科1Jl»il ［，：，ィキベヂイア（Wikipedia）』「ナテ党の術力指揖」

2 2013 ～ 2015年の日本：
回 i 秘密保訟法

2013/10/25同法案を悶議決定。
制3

2013/12/6同法成立。
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E自民党憲法改正草案9肱鵬：

「第98条（緊急事態の宣言）
1 総理大：は、 我が図に対する外部からの武力攻撃、 内乱等による

lt 旨結晶iiiL、 地震等による大1搬な自然災害持品品会計走
あ2桑金主盛において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるとこ
ろにより、 閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。（略）

第四条（緊急事態 の宣言の効果｝
1緊急事態の宣言が発せられた と き は、 法律の定めるところにより、内

隠は金金E白エあ品売是岩手2最暑を制定するこ とができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の
長に対して必要な指示をすることがでもる。

2 （目的 ／ 

3緊急事態の宣言が発せられた 場合には、 荷える、法律の定めるところ
により、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を
守るために行われる錯置に関して発せられる畠宅街も芸品品商品岳
会t！：�名是持品tl'是e,是t、。この場合においても 、第十四条、第十八条、

第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、 最大限に
毒事重きれなければならない。

4：（略） Jc強制引問者）

N
歴史観ると、「［ナチスの手弓を醐る芋党のM
自民党憲：去改正草案の「桑急圭轟量言」条項を用いて、
独裁回家を創る可能性］は、皆無。 J とは、断言できない0

． ． ． ． ． ．

自民党憲法改正草案の緊急事態宣言
条項は、【憲法9条改正］とは比べものにならない程、怖 b 、。

V 蹴改正は衆参両院の総議員の問賛成ω 国会がこれ
を発議する（慾法96条）。

現在、与党が、衆議院の2/3以上を占めている。
更に、与党は、 前回（2013年）の参院選で、既に 85議席を得てL喝。
2016.年7月の参院選で、与党が77議席を取れば 、参院も、与党が2/3(=
(85+77) +242）以上の議席を占める。
そうなると 、2016年7月の参院選後、図会は、悲法改正の発議をし得る。
管法改正の国会発議を止める唯一つの方法は、 野党連合立候補者である。

文寅者・弁謎士チi永英俊

［：則�：：rna＇；：�Z；告訴［迎絡先］；；：�陸部認［一缶詰宮喜怒でl


